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議
院
議
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初
鹿
明
博
君
提
出
私
立
学
校
法
第
三
十
八
条
第
七
項
の
役
員
に
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
を
一
人
を
超

え
て
含
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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え
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含
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
規
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
は
、
私
立
学
校
の
公
共
性
の

担
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
学
校
法
人
の
個
々
の
役
員
に
つ
い
て
、
理
事
及
び
監
事
と
い
う
役
員
の
種
別
を
問
わ
ず
、
そ
の
配
偶

者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
が
一
人
を
超
え
て
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


